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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第３四半期連結
累計期間

第11期
第３四半期連結
累計期間

第10期
第３四半期連結
会計期間

第11期
第３四半期連結
会計期間

第10期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 9,360,10311,788,4013,510,2143,832,09013,157,512

経常利益（千円） 445,497 646,932 173,797 146,303 664,632

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
228,671 325,685△47,155 59,726 406,568

純資産額（千円） － － 3,268,9133,784,5183,451,771

総資産額（千円） － － 5,239,3996,037,1065,440,209

１株当たり純資産額（円） － － 40,958.7047,392.3843,225.49

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は四半期純損失金額（△）

（円）

2,878.494,078.46△592.46 747.93 5,111.79

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
2,809.754,002.13 － 734.24 4,994.24

自己資本比率（％） － － 62.4 62.7 63.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
444,476 562,696 － － 730,632

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△319,883△157,367 － － △395,010

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
10,038 － － － 11,297

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 2,340,9292,971,307 2,555,270

従業員数（人）

(外、平均臨時雇用者数）
－ －

358

(20)

392

(36)

346

(18)

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．第10期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存

在するものの、１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。なお、主要な関係会社の異動もありません。
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３【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。　

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権の所有割合

又は被所有割合（％）
関係内容

（連結子会社）

　

愛徳威信息科技

(上海)有限公司　

中国

上海市

140千

US$　
海外事業　 100

①取締役の兼任３名

②設備の賃貸

該当はありません。　

③その他

該当はありません。

上海友付網絡科技

有限公司

中国

上海市

　

1,000千

人民元　
海外事業　

100

（100）　

①取締役の兼任１名

②設備の賃貸

該当はありません。　

③その他

該当はありません。

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業のセグメントの名称を記載しております。

２．議決権の所有割合の（ ）内は間接出資割合を示しております。

　　　　

４【従業員の状況】
（1）連結会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 392 (36)

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第３四

半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．臨時雇用者数は、月間160時間（常用雇用社員の年間所定内労働時間数の月平均時間）換算で記載しており

ます。

　

（2）提出会社の状況

 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 188 (3)

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第３四半期会計期間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

２．臨時雇用者数は、月間160時間（常用雇用社員の年間所定内労働時間の月平均時間）換算で記載しておりま

す。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

（1）生産実績

当社グループは、生産活動により製品を製造販売する製造業には属しておりませんので、生産実績を記載してお

りません。

　

（2）受注状況

当第３四半期連結会計期間において、該当事項はありません。
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（3）販売実績

当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同期比
（％）

インターネット広告事業（千円） 894,391 23.8

モバイル広告事業（千円） 2,557,053 －

コンテンツプロバイダ事業（千円） 221,800 －

海外事業（千円） 147,370 71.3

報告セグメント計（千円）　 3,820,615 －

その他（千円） 11,475 △90.0

合計（千円） 3,832,090 9.2

（注）１．セグメント間の取引については相殺しております。
２．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間において、総販売実績の100分の10を超える
販売先はありません。　

３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
４．第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が適用されたことに伴
い、セグメントの区分内容を変更しましたが、これによる影響を受けずに比較可能な「インターネット
広告事業」、「海外事業」、「その他」について、対前年同期比の記載をしております。

　 

２【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

　

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

（1）業績の状況

当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日～平成22年12月31日）における我が国の経済は、長期化するデフ

レや円高等により、依然として先行きの不透明な状況が続いております。

当社グループが事業展開を行うインターネット・モバイル関連業界は、インターネットのブロードバンド化、携

帯電話の3G端末の通信定額制などの定着を受け、市場規模は安定した成長を遂げております。また、ＳＮＳ各社のプ

ラットフォームのオープン化によるソーシャルアプリ市場の拡大や、スマートフォンをはじめとするインターネッ

ト利用端末の多様化を受け、当社グループが手掛けるアフィリエイト広告市場は更なる拡大が予測されておりま

す。

こうした経営環境の下、当社グループは、引き続き日本国内のインターネット・モバイル関連業界において、ア

フィリエイト広告事業及びその周辺事業に投資を行い、シェアの拡大及び収益力の向上に注力いたしました。海外

では、中国において、アフィリエイト広告事業及びその周辺事業の拡大に向けた事業展開を実施いたしました。ま

た、今後、拡大が予測されるスマートフォン市場へ向け、新たにスマートフォンアプリ向け広告配信サービス

「AppDriver」の提供を開始いたしました。　

以上の結果、当社グループの売上高は、主力のアフィリエイト広告事業が国内、海外ともに好調に推移したことに

より、前年同期より321,875千円増加し、3,832,090千円（前年同期比9.2％増）となりました。

売上総利益は、売上高の増加に伴い、前年同期より15,849千円増加し、632,897千円（前年同期比2.6％増）となり

ました。

　営業利益は、新規事業や海外の取引高拡大に向け、人材採用を積極的に行ったこと等により、販売費及び一般管理

費が増加したため、前年同期より31,341千円減少し、152,340千円（前年同期比17.1％減）、経常利益は、前年同期よ

り27,494千円減少し、146,303千円（前年同期比15.8％減）となりました。

　四半期純利益は、59,726千円（前年同期は47,155千円の四半期純損失）となりました。
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セグメントの業績は次のとおりであります。

①インターネット広告事業

 
平成22年３月期

第３四半期

平成23年３月期

第３四半期
増減 前年同期比(％)

 売上高（千円） 722,889 909,392 186,502 25.8

 （外部売上高）（千円） 722,170 894,391 172,220 23.8

 （セグメント間売上高）（千円） 719 15,001 14,282 ※－

 セグメント利益（千円） 93,641 113,244 19,602 20.9

 広告主（クライアント）数 1,100 1,292 192 17.5

 提携Webサイト（メディア）数 184,958 206,291 21,333 11.5

※セグメント間売上高の前年同期比は、増加率が1,000％以上のため表記しておりません。

インターネット広告事業は、インターネット上で事業展開を行う企業に対し、インターネット（ＰＣ）を介した

アフィリエイト広告「JANet」を中心に、費用対効果の高い広告を提供しております。

当第３四半期連結会計期間におけるインターネット広告事業は、収益力の向上を目下の課題とし、その点に注力

した営業戦略を継続してまいりました。

特に、Eコマースサイト等の費用対効果を重視する広告主の利用が増加した事や、ユーザーの利用増加が顕著な

ソーシャルアプリ内への広告掲載が増加した事により、前年同期比で売上高、セグメント利益が増加いたしました。

この結果、インターネット広告事業の売上高は894,391千円（前年同期比23.8％増）、セグメント利益は113,244

千円（前年同期比20.9％増）となりました。また、「JANet」の広告主（クライアント）数、提携Webサイト（メディ

ア）数ともに増加いたしました。

　

②モバイル広告事業

 
平成22年３月期

第３四半期

平成23年３月期

第３四半期
増減 前年同期比(％)

 売上高（千円） － 2,582,709 － －

 （外部売上高）（千円） － 2,557,053 － －

 （セグメント間売上高）（千円） － 25,656 － －

 セグメント利益（千円） － 238,355 － －

 広告主（クライアント）数 2,450 2,936 486 19.8

 提携Webサイト（メディア）数 91,886 111,976 20,090 21.9

モバイル広告事業は、携帯電話で事業展開を行う企業に対し、携帯電話を介したアフィリエイト広告「Smart-C」

を中心に、各種モバイル広告を総合的に提供しております。

当第３四半期連結会計期間におけるモバイル広告事業は、モバイル広告への出稿意欲が高いコンテンツプロバイ

ダやモバイルサービスを展開する企業等への営業活動の推進、各種広告販売活動の強化による取引高の拡大に取り

組んでまいりました。また、既存広告主からの出稿増加が今後予測されているスマートフォン広告市場に向け、新た

な広告配信サービス「AppDriver」の提供を開始しました。

この結果、モバイル広告事業の売上高は2,557,053千円、セグメント利益は238,355千円となりました。また、

「Smart-C」の広告主（クライアント）数、提携Webサイト（メディア）数ともに増加いたしました。

 

③コンテンツプロバイダ事業

　
平成22年３月期

第３四半期

平成23年３月期

第３四半期
増減 前年同期比(％)

 売上高（千円） － 222,845 － －

 （外部売上高）（千円） － 221,800 － －

 （セグメント間売上高）（千円） － 1,044 － －

 セグメント利益（千円） － 43,438 － －

コンテンツプロバイダ事業は、連結子会社であるアドウェイズ・エンタテインメントにおいて、インターネット

・モバイルのコンテンツサービスの企画・開発・運営等を行っております。

当第３四半期連結会計期間におけるコンテンツプロバイダ事業は、アーティストサイト、韓流サイトを中心に、新

規サイトを立ち上げると共に、サイトの利便性を向上させる施策や、コンサート等のリアルイベントの来場者をサ

イトへ誘導させることにより、会員数の増加を目指してまいりました。

また、ソーシャルアプリ市場の活況を受け、大手ＳＮＳに対してソーシャルアプリの提供を行う等、積極的にユー

ザーの利用拡大を進めてまいりました。

この結果、コンテンツプロバイダ事業の売上高は221,800千円、セグメント利益は43,438千円となりました。
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④海外事業

 
平成22年３月期

第３四半期

平成23年３月期

第３四半期
増減 前年同期比(％)

 売上高（千円） 86,038 147,370  61,331  71.3

 （外部売上高）（千円） 86,038 147,370 61,331 71.3

 （セグメント間売上高）（千円） － － － －

 セグメント損失（△）（千円） △23,945 △13,583  10,362 －

海外事業は、主に中国において、インターネット上で事業展開を行う企業に対し、アフィリエイト広告「CHANet」

を中心に、総合的なインターネット広告を提供しております。

当第３四半期連結会計期間における海外事業は、中国に進出している日系企業、外資企業、及び現地企業への営業

を強化にすることより取引高の拡大に注力いたしました。

アフィリエイト広告「CHANet」を軸とした総合販売により、純広告やサイト制作等の取引高が増加したため、売

上高が増加いたしました。

この結果、海外事業の売上高は147,370千円（前年同期比71.3%増）、セグメント損失は13,583千円（前年同期よ

り10,362千円の減少）となりました。

　

※第１四半期連結会計期間より、セグメント情報の開示制度の変更に伴ってセグメントの区分内容を変更したた

め、「モバイル広告事業」、「コンテンツプロバイダ事業」については、前年同期の実績及び対前年同期比につ

いての記載を行っておりません。 

　

⑤その他

 
平成22年３月期

第３四半期

平成23年３月期

第３四半期
増減 前年同期比(％)

 売上高（千円） 129,057 32,583  △96,474 △74.8

 （外部売上高）（千円） 114,675 11,475  △103,200 △90.0

 （セグメント間売上高）（千円） 14,382 21,108  6,725 46.8

 セグメント損失（△）（千円） △28,954  △44,792  △15,837 －

その他は、日本及び海外における新規事業等により構成されております。

当第３四半期連結会計期間におけるその他は、平成22年３月に株式会社アドウェイズブックスの全株式を譲渡し

たこと等により売上高が減少いたしました。　

この結果、その他の売上高は、11,475千円（前年同期比90.0%減）、セグメント損失は44,792千円（前年同期より

15,837千円の増加）となりました。

　

（２）資産、負債及び純資産の状況

当第３四半期連結累計期間末の財政状態において、資産は流動資産が5,288,341千円（前連結会計年度末より

541,097千円の増加）となり、固定資産は748,765千円（前連結会計年度末より55,799千円の増加）となりました。

主な要因は、流動資産においては、現金及び預金の増加、固定資産においては、投資有価証券の取得等によるもので

あります。

負債については、流動負債が2,215,939千円(前連結会計年度末より227,501千円の増加）となり、固定負債は

36,648千円(前連結会計年度末より36,648千円の増加）となりました。主な要因は、流動負債においては、買掛金の

増加、固定負債においては、資産除去債務の増加によるものであります。

純資産は3,784,518千円(前連結会計年度末より332,746千円の増加）となりました。主な要因は、利益剰余金の増

加によるものであります。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,971,307千円（前年同期より630,378千円の増

加）となりました。

当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、186,999千円の収入（前年同期より42,980千円の減少）となりました。主

な要因は、税金等調整前四半期純利益125,568千円、売上債権の増減額54,813千円、及び未払金の増減額46,343千円

であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは、10,276千円の収入（前年同期は66,875千円の支出）となりました。主な

要因は、貸付の回収による収入15,931千円、及び差入保証金の回収による収入10,800千円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第３四半期連結会計期間において、財務活動に該当する取引はありませんでした（前年同期は8,468千円の収

入）。

 

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（５）研究開発活動

当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、12,520千円であります。

 

（６）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第３四半期連結会計期間において、当社グループにおける経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の

現状と見通しについて重要な変更はありません。

 

（７）資本の財源及び資金の流動性についての分析

資本の財源及び資金の流動性についての分析につきましては、「第２　事業の状況」の「４．財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況の分析（3）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

 

（８）経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の方針を立案するよう努めておりま

す。当社グループの事業はアフィリエイト広告事業を中心に４つのセグメントで構成され、現在のところ事業環境

は比較的安定して推移しております。

しかしながら、アフィリエイト広告事業の市場における競争環境は、今後ますます厳しさを増すものと思われて

おります。このような状況の中で当社グループの経営陣は、新商品の開発に努めるとともに、新規事業の開拓、海外

における事業の拡大等、選択と集中を行いながら経営資源を有効に活用していく方針であります。 
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第３【設備の状況】
（1）主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備の重要な異動はありません。

　

（2）設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設につ

いて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 306,300

計 306,300

 

②【発行済株式】 

種類

第３四半期会計期間末現

在発行数（株）

（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成23年２月10日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 79,855 79,855
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制度は

採用しておりません。

計 79,855 79,855 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成23年２月1日からこの四半期報告提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①平成17年４月12日臨時株主総会決議

ａ）第１回新株予約権 

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 257（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）            1,285（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,720（注）１,２ 

新株予約権の行使期間
平成19年４月13日から
平成27年４月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 　　　　　12,720
 資本組入額  　　　　6,360

（注）１,２ 

新株予約権の行使の条件  （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５ 

（注）１．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使

時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われてお

ります。　　

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取

締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株

主総会決議による新株発行予定数の内、取締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行

使した者の該当数及び退職により権利を喪失した者の該当数を減じたものであります。 

２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

（1）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

（2）当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

（3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切

に行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

（1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業

員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当

な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

（2）新株予約権の相続は認めない。ただし、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。 

（3）新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行

使はできないものとする。
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（4）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権にかかる義務は、

株式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換にかかる株式

交換契約書又は当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。

（1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の普通株式

（2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。

（3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てる。

（4）新株予約権の行使期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

（5）その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

（6）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。

 

ｂ）第２回新株予約権 

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 12（注）１　　　　　　

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）        12,720（注）１，２

新株予約権の行使期間
平成17年４月13日から
平成27年４月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　　　　 　12,720
 資本組入額　　　　　  6,360

 　　　　　　（注）１，２

新株予約権の行使の条件  （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注）５

（注）１．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使

時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われてお

ります。

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取

締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行使した者及び退職により権利を喪失した者

の該当数を減じたものであります。
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２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

（1）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　

（2）当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

（3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切

に行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

（1）新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員の場合、権利行使時においても、当

社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要

する。但し、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合

は、この限りでない。

（2）新株予約権者が社外協力者の場合、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。 

（3）新株予約権の相続または合併による承継は認めない。但し、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りで

ない。

（4）新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行

使はできないものとする。 

（5）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権にかかる義務は、

株式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換にかかる株式

交換契約書又は当該株式移転にかかる株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなさ

れた場合に限る。

（1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の普通株式

（2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。

（3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てる。

（4）新株予約権の行使期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

（5）その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

（6）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。
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②平成17年６月24日定時株主総会決議

ａ）第３回新株予約権 

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 104（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）    　　520（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 30,000（注）１，２

新株予約権の行使期間
平成19年６月25日から
平成27年６月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格　 　　　  30,000
 資本組入額 　　　  15,000

 （注）1，２

新株予約権の行使の条件  （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５

（注）１．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使

時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われてお

ります。

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取

締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行使した者及び退職により権利を喪失した者

の該当数を減じたものであります。

２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

（1）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　

（2）当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

（3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切

に行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

（1）新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または

従業員のいずれかの地位を有することを要する。但し、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき

正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。

（2）新株予約権の相続は認めない。但し、取締役会が特に認めた場合は、この限りでない。 

（3）新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行

使はできないものとする。 

（4）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 
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４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 

５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権に係る義務は、株

式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換に係る株式交換

契約書又は当該株式移転に係る株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなされた場

合に限る。

（1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の普通株式

（2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。

（3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てる。

（4）新株予約権の行使期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

（5）その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

（6）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。

 

ｂ）第４回新株予約権

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 　　　　　７（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 　　　　35（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 　　　 30,000（注）１，２

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成27年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　　　   30,000
 資本組入額 　　　  15,000

（注）１，２

新株予約権の行使の条件  （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項  （注）４

代用払込みに関する事項  －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項  （注）５ 

（注）１．平成18年10月１日付けの株式分割（１：５）に伴い、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使

時の払込金額、新株予約権の行使により株式発行する場合の株式の発行及び資本組入額の調整が行われてお

ります。

新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議による新株発行予定数の内、取

締役会決議により付与を決定した数から、新株予約権の権利を行使した者及び退職により権利を喪失した者

の該当数を減じたものであります。
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２．新株予約権発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整する。

（1）当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数

は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

　

（2）当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場合を

除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。 

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

　

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

（3）当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しく

は吸収分割を行う場合、その他これらの場合に準じ行使価額の調整を必要とする場合、合理的な範囲で適切

に行使価額を調整する。

３．新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

（1）新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社普通株式にかかる株券がいずれかの証券取引所に上場される

日まで、権利を行使することができないものとする。

（2）新株予約権者が当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員の場合、権利行使時においても、当

社、当社の子会社または当社の関連会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を有することを要

する。但し、新株予約権者の退任または退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合

は、この限りでない。

（3）新株予約権者が社外協力者の場合、権利行使時においても、当社と協力関係にあることを要する。 

（4）新株予約権の相続または合併による承継は認めない。但し、取締役会が特に認めた相続の場合は、この限りで

ない。

（5）新株予約権者は、その割当数の一部または全部を行使することができる。但し、各新株予約権の１個未満の行

使はできないものとする。

（6）その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 

４．新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。

５．完全親会社となる会社への新株予約権の承継

当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合は、当社が発行する新株予約権に係る義務は、株

式交換の日又は株式移転の日に完全親会社となる会社に承継される。ただし、当該株式交換に係る株式交換

契約書又は当該株式移転に係る株主総会決議において、以下に定める方針に沿った内容の定めがなされた場

合に限る。

（1）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の種類

完全親会社の普通株式

（2）新株予約権の目的たる完全親会社の株式の数

株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て

る。

（3）各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額

行使価額に新株予約権1個当たりの目的たる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、株式交換又は株式移転の比率に応じて調整し、調整により1円未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てる。

（4）新株予約権の行使期間

上記に定める新株予約権の行使期間の開始日と株式交換の日又は株式移転の日のいずれか遅い日から、上記

に定める新株予約権の行使期間の満了日までとする。

（5）その他の新株予約権の行使の条件

（注）３に準じて決定する。

（6）新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには、完全親会社の取締役会の承認を要する。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総数
残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残高
（千円）

平成22年10月１日～
平成22年12月31日 

－ 79,855 － 1,477,633 － 967,633

　

（６）【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大量保有報告書等の写しの送付等がなく、大株主の異動は把握しておりません。

なお、インベスコ投信投資顧問株式会社から平成23年１月20日付で大量保有報告書の写しの送付があり、平成23年

１月14日現在で2,351株を保有している旨の報告を受けておりますが、株主名簿の記載内容が確認できないため、当社

として実質所有株式数の確認ができません。インベスコ投信投資顧問株式会社の大量保有報告書の写しは以下のとお

りであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

インベスコ投信投資顧問株式会社　 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 株式　 2,351 2.94　

　　　

（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　－

議決権制限株式（その他） － － 　－

完全議決権株式（自己株式等） － － 　－

完全議決権株式（その他） 普通株式　79,855 79,855 　－

単元未満株式 － －  　　　　　－

発行済株式総数 79,855 － 　－

総株主の議決権 － 79,855 　－

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高（円） 137,200127,000101,00089,90088,00087,50093,70087,500104,000

最低（円） 113,90077,00073,00071,10073,30078,00072,90068,00082,700

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

　 

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成22

年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任あずさ監査法人となっ

ております。　
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,971,307 2,555,270

売掛金 2,138,641 2,029,827

商品及び製品 382 0

原材料及び貯蔵品 111 147

繰延税金資産 33,938 37,478

その他 185,284 169,170

貸倒引当金 △41,324 △44,650

流動資産合計 5,288,341 4,747,244

固定資産

有形固定資産 ※1
 96,509

※1
 92,207

無形固定資産

のれん 132,474 159,100

その他 112,460 145,614

無形固定資産合計 244,934 304,714

投資その他の資産

繰延税金資産 52,389 68,673

その他 368,701 246,874

貸倒引当金 △13,769 △19,503

投資その他の資産合計 407,321 296,043

固定資産合計 748,765 692,965

資産合計 6,037,106 5,440,209

負債の部

流動負債

買掛金 1,700,497 1,593,523

未払法人税等 181,787 114,334

ポイント引当金 7,116 12,853

その他 326,537 267,726

流動負債合計 2,215,939 1,988,437

固定負債

その他 36,648 －

固定負債合計 36,648 －

負債合計 2,252,588 1,988,437

純資産の部

株主資本

資本金 1,477,633 1,477,633

資本剰余金 1,467,633 1,467,633

利益剰余金 852,790 527,105

株主資本合計 3,798,056 3,472,371

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △13,538 △20,599

評価・換算差額等合計 △13,538 △20,599

純資産合計 3,784,518 3,451,771

負債純資産合計 6,037,106 5,440,209
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 9,360,103 11,788,401

売上原価 7,617,626 9,767,393

売上総利益 1,742,477 2,021,008

返品調整引当金繰入額 38,586 －

差引売上総利益 1,703,891 2,021,008

販売費及び一般管理費 ※
 1,248,404

※
 1,371,670

営業利益 455,486 649,338

営業外収益

受取利息 2,053 2,154

為替差益 － 2,160

その他 1,595 1,046

営業外収益合計 3,649 5,362

営業外費用

支払利息 119 115

為替差損 587 －

貸倒引当金繰入額 12,200 7,500

その他 730 152

営業外費用合計 13,638 7,767

経常利益 445,497 646,932

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 2,920

固定資産売却益 50 －

投資有価証券売却益 － 99

償却債権取立益 331 3

違約金収入 5,000 －

特別利益合計 5,381 3,024

特別損失

固定資産売却損 1,568 130

固定資産除却損 1,594 －

投資有価証券評価損 131,421 20,959

事務所移転費用 523 －

減損損失 31,409 11,227

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,336

特別損失合計 166,518 50,654

税金等調整前四半期純利益 284,360 599,301

法人税、住民税及び事業税 85,201 253,776

法人税等調整額 △29,511 19,839

法人税等合計 55,689 273,616

少数株主損益調整前四半期純利益 － 325,685

四半期純利益 228,671 325,685
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 3,510,214 3,832,090

売上原価 2,893,815 3,199,193

売上総利益 616,398 632,897

返品調整引当金戻入額 649 －

差引売上総利益 617,047 632,897

販売費及び一般管理費 ※
 433,366

※
 480,557

営業利益 183,681 152,340

営業外収益

受取利息 553 602

為替差益 1,562 724

その他 363 197

営業外収益合計 2,479 1,524

営業外費用

支払利息 － 28

貸倒引当金繰入額 12,200 7,500

その他 163 33

営業外費用合計 12,363 7,561

経常利益 173,797 146,303

特別利益

投資有価証券売却益 － 99

償却債権取立益 106 －

違約金収入 5,000 －

特別利益合計 5,106 99

特別損失

固定資産売却損 479 －

固定資産除却損 39 －

投資有価証券評価損 131,421 20,959

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － △125

特別損失合計 131,940 20,834

税金等調整前四半期純利益 46,963 125,568

法人税、住民税及び事業税 86,479 66,490

法人税等調整額 7,639 △648

法人税等合計 94,118 65,842

少数株主損益調整前四半期純利益 － 59,726

四半期純利益又は四半期純損失（△） △47,155 59,726
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 284,360 599,301

減価償却費 66,172 63,719

減損損失 31,409 11,227

のれん償却額 35,744 31,928

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,897 △8,223

ポイント引当金の増減額（△は減少） △8,255 △5,736

返品調整引当金の増減額（△は減少） 38,586 －

受取利息 △2,053 △2,154

支払利息 119 115

固定資産売却損益（△は益） 1,518 130

固定資産除却損 1,594 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △99

投資有価証券評価損益（△は益） 131,421 20,959

移転費用 523 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,336

売上債権の増減額（△は増加） △554,443 △115,542

仕入債務の増減額（△は減少） 440,608 111,743

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 32,825 49,575

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,695 △15,473

その他 △56,849 △11,159

小計 448,485 748,647

利息及び配当金の受取額 2,053 1,998

利息の支払額 △115 △115

法人税等の還付額 1,045 －

法人税等の支払額 △6,992 △187,834

営業活動によるキャッシュ・フロー 444,476 562,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △24,490 △24,387

有形固定資産の売却による収入 71 －

無形固定資産の取得による支出 △48,599 △15,834

事業譲受による支出 △97,973 －

投資有価証券の取得による支出 △150,517 △73,560

投資有価証券の売却による収入 － 100

差入保証金の差入による支出 △2,428 △87,461

差入保証金の回収による収入 4,036 10,800

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△943 －

貸付けによる支出 － △43,870

貸付金の回収による収入 － 77,470

その他 960 △624

投資活動によるキャッシュ・フロー △319,883 △157,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △3,296 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 13,334 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,038 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △60 10,707

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 134,569 416,036

現金及び現金同等物の期首残高 2,206,359 2,555,270

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,340,929

※
 2,971,307
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１.連結の範囲に
関する事項の変
更　

（1）連結の範囲の変更
　第３四半期連結会計期間より、愛徳威信息科技(上海)有限公司及び上海友付網絡科技有限公司を新

たに設立したため、連結の範囲に含めております。
（2）変更後の連結子会社の数

６社

２.会計処理基準
に関する事項の
変更

（資産除去債務に関する会計基準の適用）

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 

平成20年３月31日）を適用しております。

これに伴い、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は、それぞれ2,403千円減少し、税金

等調整前四半期純利益は20,740千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は25,713千円であります。

 　　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日 
 至　平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書）　

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。　

　　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
 至　平成22年12月31日） 

（四半期連結損益計算書）　

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。　　

 　

【簡便な会計処理】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

棚卸資産の評価方法 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについて

のみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る、減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。

　 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、256,880千円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、208,845千円であ

ります。　

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引 

銀行と当座貸越契約を締結しております。　

当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契約

に係る借入実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 　　 －

差引額  300,000千円

２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引 

銀行と当座貸越契約を締結しております。　

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 300,000千円

借入実行残高 　　 －

差引額    300,000千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 　

 給与手当 541,902千円 

 貸倒引当金繰入額 28,370千円 

※    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 　

 給与手当 593,569千円 

  

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 給与手当 183,859千円 

 貸倒引当金繰入額 14,669千円 　

※   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

 給与手当 207,239千円 

　 　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※　  現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 　

（平成21年12月31日現在）　

（千円）　

 現金及び預金勘定  2,340,929  

 現金及び現金同等物 2,340,929  

 

※　  現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 　

（平成22年12月31日現在）　

（千円）　

 現金及び預金勘定  2,971,307  

 現金及び現金同等物 2,971,307  
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　　　　　　　　　　　　79,855株　　

 

２．自己株式の種類及び株式数

該当事項はありません。

 

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動

    該当事項はありません。　

 

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 

インターネット
(ＰＣ)アフィリ
エイト広告事業
(千円）　

モバイルアフィリ
エイト広告事業　

（千円）

海外事業
　（千円）　

新規事業
・その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高                             
(1）外部顧客に対する売上高 722,170 2,587,33086,038114,6753,510,214 － 3,510,214
(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

719 11,071 － 14,38226,173(26,173) －

計 722,889 2,598,40186,038129,0573,536,387(26,173) 3,510,214
営業利益又は営業損失（△） 93,641 266,532△23,945△28,954307,273(123,592) 183,681

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 

インターネット
(ＰＣ)アフィリ
エイト広告事業
（千円）

モバイルアフィリ
エイト広告事業

（千円）

海外事業
（千円）

新規事業
・その他
（千円）　　

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高                             
(1）外部顧客に対する売上高 2,045,3406,754,406258,239302,1179,360,103 － 9,360,103
(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高

2,028 22,687 － 39,08763,802(63,802) －

計 2,047,3686,777,094258,239341,2049,423,906(63,802) 9,360,103
営業利益又は営業損失（△） 185,198 771,633△65,658△69,861821,311(365,825) 455,486

（注）１．事業区分の方法

　事業は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な製品

（1）インターネット（PC）アフィリエイト広告事業

インターネットを介したアフィリエイト広告事業等

（2）モバイルアフィリエイト広告事業

携帯電話を介したアフィリエイト広告事業等

（3）海外事業

海外におけるアフィリエイト広告事業等

（4）新規事業・その他

日本における新規事業等
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自平成

21年４月１日　至平成21年12月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日　至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自平成

21年４月１日　至平成21年12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。

当社グループは、インターネット広告事業、モバイル広告事業、コンテンツプロバイダ事業及び海外事業の４つ

の事業単位を主に基礎としており、各事業が提供するサービスについて、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。

したがって、当社グループが提供するサービスの組織体制及び経営資源についての状況等を勘案の上、「イン

ターネット広告事業」、「モバイル広告事業」、「コンテンツプロバイダ事業」、及び「海外事業」の４つを報告

セグメントとしております。

「インターネット広告事業」は、インターネット（ＰＣ）を介した広告事業等、「モバイル広告事業」は、携帯

電話を介した広告事業等、「コンテンツプロバイダ事業」は、インターネット・モバイルのコンテンツサービス

の企画・開発・運営事業等、「海外事業」は、海外において広告事業等を展開しております。

なお、第１四半期連結会計期間から「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が適用されたことに伴い、

当社グループの事業活動をより明瞭に開示するために、従来の「インターネット（ＰＣ）アフィリエイト広告事

業」、「モバイルアフィリエイト広告事業」、「海外事業」のセグメントを、上記の４つの報告セグメントに変更

いたしました。

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

　

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

インターネット

広告事業

モバイル

広告事業

コンテンツ

プロバイダ

事業

海外事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対

する売上高
2,803,3647,825,209661,330449,74111,739,64548,75611,788,401－　 11,788,401

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

18,915 61,541 2,330 －　 82,78760,611143,398△143,398 －　

計 2,822,2797,886,750663,660449,74111,822,432109,36711,931,800△143,39811,788,401

セグメント利

益又は損失

（△）

362,304795,979121,580 4,2011,284,065△105,9331,178,131△528,793649,338

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△528,793千円はセグメント間取引消去△143,398千円、のれんの償却額△21,997千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△363,397千円であります。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない全社に係る費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

EDINET提出書類

株式会社アドウェイズ(E05599)

四半期報告書

26/33



当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

（単位：千円）

　

報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）３

インターネット

広告事業

モバイル

広告事業

コンテンツ

プロバイダ

事業

海外事業 計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　 　

外部顧客に対

する売上高
894,3912,557,053221,800147,3703,820,61511,4753,832,090－　 3,832,090

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

15,001 25,656 1,044 －　 41,70221,10862,810△62,810 －　

計 909,3922,582,709222,845147,3703,862,31732,5833,894,900△62,8103,832,090

セグメント利

益又は損失

（△）

113,244238,355 43,438△13,583 381,454△44,792336,662△184,322152,340

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、新規事業等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△184,322千円はセグメント間取引消去△62,810千円、のれんの償却額△7,332千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△114,179千円であります。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない全社に係る費用であります。　

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日　至平成22年12月31日）

（固定資産に係る重要な減損損失）　

該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。　

（重要な負ののれん発生益）

　該当事項はありません。　

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。 　

　

（有価証券関係）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

　

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。 

　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

資産除去債務の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴い、当

連結会計年度の期首に計上された資産除去債務の計上額と比較して著しい変動はありません。
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（賃貸等不動産関係）

該当事項はありません。　

　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 47,392.38円 １株当たり純資産額 43,225.49円

　

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 2,878.49円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金
2,809.75円

１株当たり四半期純利益金額 4,078.46円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金
4,002.13円

（注）  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 228,671 325,685

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 228,671 325,685

期中平均株式数（株） 79,441 79,855

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 1,943 1,523

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

　－ 　－
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △592.46円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失

金額であるため記載しておりません。　

１株当たり四半期純利益金額 747.93円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金
734.24円

　

（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額         

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） △47,155 59,726

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△47,155 59,726

期中平均株式数（株） 79,593 79,855

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） － 1,489

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

  －   －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

（リース取引関係）

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

に係る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計

年度末に比べて著しい変動がありません。　
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年２月12日

株式会社アドウェイズ

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 近藤　康仁　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 羽津　隆弘　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドウェイ

ズの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成

21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドウェイズ及び連結子会社の平成21年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年２月10日

株式会社アドウェイズ

取締役会　御中

有限責任　あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 轟　芳英　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 近藤　康仁　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 杉山　正樹　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドウェイ

ズの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成

22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドウェイズ及び連結子会社の平成22年12月31日現在の財政状

態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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